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みなみの魅力情報
イベント情報、最近の話題、災害時の警報・避難所など、美波町の情報を発信しています。

Instagram facebook Youtube X( 旧 twitter)

TOPICS - まちの話題 -

優勝:西の地町内会

　１０月２０日（日）に、由岐中学校グラウンド、体育館で第56回地区館対抗球技大会が開催され、ソフトボール・ソフトバ
レーボールが行われました。西由岐、東由岐、西の地、木岐の４地区が参加し、ソフトボールは西の地町内会が優勝、
東由岐町内会が準優勝、ソフトバレーボールは木岐町内会が優勝、東由岐町内会が準優勝しました。

第５６回地区館対抗球技大会

準優勝:東由岐町内会

優勝:木岐町内会

準優勝:東由岐町内会

　11月3日（日）、日和佐地区町民運動会および由岐共楽運
動会が開催されました。
　前日までの大雨で開催を危惧していましたが、当日は晴天
に恵まれ、楽しく活気ある1日となりました。

活気あふれる 1日になりました！

日和佐地区町民運動会　優勝　：赤松公民館
　　準優勝：田井・恵比須浜公民館

由岐共楽運動会　　　　優勝　：西の地町内会
　　準優勝：西由岐町内会

西の地町内会

赤松公民館
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いきいき
健康情報

いきいきと健康的な生活を過
ごすため、美波町健康増進課
や福祉課による健康情報をご
紹介します。

Health Information
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日程 イベント名 時間 会場
1月

7日 火
ストレッチ教室 10：00～11：00 日和佐公民館

手芸講座 13：30～15：30 木岐公民館

9日 木
健康相談 10：00～11：00 日和佐公民館

リハビリ体操 13：30～15：00 由岐公民館

10日 金

健康相談 10：00～11：30 山河内公民館

手芸講座 13：30～15：30 日和佐公民館

脳若返り教室 14：00～15：00 デイサービスセンター竜宮

14日 火

健康相談 10：00～11：00 赤松基幹集落センター

ストレッチ教室 10：00～11：00 日和佐公民館

いきいき体操 13：30～15：00 由岐公民館

16日 木 ノルディック・ウォーク 14：00～16：00 日和佐公民館

17日 金 健康相談 14：00～16：00 阿部・伊座利公民館

21日 火 ストレッチ教室 10：00～11：00 日和佐公民館

23日 木

健康相談 10：00～11：00 まったりcafé

健康相談 13：30～14：30 木岐公民館

リハビリ体操 13：30～15：00 日和佐公民館

28日 火

健康相談 10：00～11：00 大戸公民館

ストレッチ教室 10：00～11：00 日和佐公民館

健康相談 14：00～15：30 志和岐公民館

30日 木 いきいき体操 13：30～15：00 日和佐公民館

地域包括支援センター行事予定 ※申込は不要です。 【お問い合わせ】地域包括支援センター☎ 0884-77-1171

日程 イベント名 時間 会場
12月

20日 金
女性とこどもの
ケアルーム

赤ちゃん教室 10：00～11：30
美波町医療保健センター

個別相談 13：00～16：00

25日 水
健診結果説明会 個別にお知らせします 美波町医療保健センター

けんこう運動教室 19：30～21：00 日和佐公民館

1月
10日 金 女性とこどものケアルーム

10：00～11：30 児童館

13：00～16：00 美波町医療保健センター

保健事業一覧 ※事前予約が必要です。 【お問い合わせ】健康増進課☎ 0884-77-3621

美波町認知症キッズサポーター
養成講座を開催！！
　令和６年１１月５日日和佐小学校４年生の児童たちは、美波町社会福祉協議会が取
り組む福祉教育「やさしいまちづくり（福祉について）」の一環として、美波町キャラ
バンメイトによる「美波町認知症キッズサポーター養成講座」を受講しました。

　認知症サポーター養成講座では、認知症高齢者と話すときは前からやさしく、ゆ
っくりと、わかりやすい言葉で、短く話すことをポイントとしています。
　受講後の児童たちから、先生方の寸劇「こんなときあなたならどうする?」では
認知症高齢者に寄り添う声や、「認知症は脳の病気だと初めて知った」などの感想
をいただきました。

認知症とは？

じんせい体操② ～減塩のヒント～選ぶこと・食べ方を変えることで減塩ができます！減塩について知ろう⑨

●認知症キッズサポーター養成講座
　認知症サポーターとは、認知症を
正しく理解し、偏見を持たずに認知
症を発症した人やその家族に対して
できる範囲で手助けをする応援者の
ことで、認知症高齢者等にやさしい
まちづくりを目指すものです。
　日和佐小学校４年生の児童たちは
最初に美波町の現状について学び、
そして、高齢に伴うからだの変化、
認知症について学びました。白髪、しわ、腰が曲がるなど外見の変化はわかりやす
いものですが、聴覚や視覚、認知機能の低下などは周囲に伝わりにくく、周囲の理
解が少ないと心の変化へつながり、症状の悪化へとつながっていきます。

■認知症による認知機能障害
失見当識…日にち、時間、場所がわからない
理解・判断力…さらに考えるスピードがおそくなる、同時に二つ以上のこと

を処理できない、目に見えないしくみが理解しづらい  等
実行(遂行)機能…目標に従って計画をたて実行することが難しい

■高齢者におこりやすい変化
目(視覚)…視野がせまくなる
耳(聴覚)…高音域が聴こえにくくなる
考える力…理解のスピードが遅くなる

鼻(臭覚)…においがわかりにくくなる
皮膚(触覚)…温度が感じにくくなる

①　両足を軽く広げ、背筋を伸ばして立ちます。
②　右のつま先をできるだけ高く持ち上げます。つま先を下ろします。
③　左のつま先をできるだけ高く持ち上げます。つま先を下ろします。
④　両方の踵をできるだけ高く持ち上げ、つま先立ちになります。
　　1日の運動の目安は、10回です。
※Point 1：転倒防止のため、ふらつく場合は椅子などにつかまって行いましょう。

先月ご紹介した「じんせい体操」の3種の神トレの一つ「もも上げ」につづき、
「つま先＆かかと上げ」をご紹介します。

10月号では「かかと上げ」
をご紹介しましたが、今
回は、「つま先上げ」もあ
わせて行うことで、ふくら
はぎの筋肉と一緒に、脛
の筋肉も鍛えることがで
きます。

普段の食事に塩分がどれだけ含まれているかを知ることは、減塩のための第一歩です。
食品の裏にある食品成分表にも、推定塩分量が書かれているものもありますので確認してみて下さい。
調味料や加工品、菓子類などさまざまな分野で減塩食品は開発されています。味も従来品と変わら
ずおいしくいただけ、無理なく減塩するためにおすすめです。
減塩だからといっていつもの量以上に使わないようにしましょう。
白米の塩分は0ｇです。パンや麺類には食塩が含まれています。
白米→0ｇ、食パン（6枚切り）→0.8ｇ、干しうどん→1.2ｇ

①塩分量を知る　　：

②減塩食品の活用   ：

③ごはん食のすすめ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※「塩分はどれくらい入っているの？」
の資料を、今月号折込に入れています
ので、ご覧ください。また、ご意見等
あれば健康増進課までご連絡ください。
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教育・子育て Education & Parenting
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通学定期購入費・宿舎使用料の助成
高等学校等への通学定期購入費・宿舎使用料の一部を助成します。

●対象となる方
美波町に住所があり、高等学校・特別支援学校高等部高等専門学校、専修学校（高
等課程に限る）、テクノスクール等に通学する方の保護者。

●助成期間
原則 3年間

必要書類は
こちらから→

●助成金額
▶自宅から通学：発着する最寄りの駅または停留所から学校までの年間通学定期購入費の1/2以内
▶宿舎から通学：徳島県立高等学校総合寄宿舎年間寮費から、入寮費及び食事代を減じた額の1/2以内
※年度途中から助成対象者となった方は、助成対象となった月から学年末までの月数に応じた額とする
※他に同様の支援を受けている場合は、上記の額から他制度による受給額を引いた額とする

●手続きの流れ
1）申請書に今年度在学していることが確認できる書類を添付して美波町教育委員会へ提出
2）助成決定後、助成金交付決定通知書を申請者へ通知
3）�指定の請求書に通学定期の購入・宿舎使用料の納入が確認できる書類を添付し､ 教育委員会へ提出
4）助成金を指定口座に交付
【注意事項】
※年度ごとに申請が必要です。
※申請書類は、美波町教育委員会、役場総務課、由岐公民館に置いています。
　また、QRコードからダウンロードできます。
※年度をまたいだ期間の定期購入の場合は、日割り計算により算出します。
※令和 6年度分の請求は令和 7年 3月31日（月）までとします。

【お問い合わせ】美波町教育委員会☎ 0884-77-3620

●申請方法
▶小学校新１年生の保護者　　 �「新入学児童生徒準備費受給申請書兼同意書」に記入し、令和6年１2月27日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　　に教育委員会へ提出してください。

※�申請書は、教育委員会（日和佐公民館２階）・由岐公民館にあります。
▶中学校新１年生の保護者	 �令和6年度就学援助制度において「準要保護」の認定を受けた方は、申請を行う必

要はありません。
【注意事項】
※�新入学児童生徒準備費の支給を受けた場合でも、令和7年度就学援助制度を希望する場合には新たに申請していただく必要があります。
※�新入学児童生徒準備費の支給を受けた方は、入学後の令和7年度就学援助制度の新入学児童生徒学用品費は対象となりません。
※�新入学児童生徒準備費を申請しなかった場合でも、令和7年度就学援助制度で４月１日認定をされた方には、入学後５月下旬に新入学
児童生徒学用品費を支給します。

令和 6 年度就学援助制度
新入学児童生徒準備費の入学前支給
令和 7年度の小・中学校入学予定者の「新入学児童生徒学用品費」を入学前の３月に支給します。

●対象となる方　※以下の条件にすべて該当する方
▶小学校新１年生の保護者　　・美波町内に住所があり、お子さんが美波町内の小学校に入学予定の方

・「新入学児童生徒準備費受給申請書」を提出された方
・令和6年度就学援助制度で「準要保護」に該当する方

▶中学校新１年生の保護者　　・�令和7年２月１日現在、令和6年度就学援助制度で「準要保護」の認定を受けている方

●支給の内容　※支給金額は変更となる場合があります。
支給金額 支給日 支給方法

小学校新１年生：57,060円
中学校新１年生：63,000円

入学前の３月下旬 申請者の口座へ振り込み

●最終期限令和７年３月３１日（必着）
最終期限までに提出いただいた方は、１０月分まで遡って支給いたします。ただし、最終期限以降に申請された方は遡っ
て支給ができませんのでご注意ください。
令和６年１０月３１日（必着）までに申請いただいた方は、令和6年12月支給でお支払いしておりますのでご確認ください。

児童手当について -このお知らせは、受給資格者が公務員の方は除きます-

●令和６年１０月１日時点で美波町に住民票がある方
１０月中旬に下記（①～③）の受給該当者に額改定通知書を送付しています。
もし、下記該当者で届いていない方がおられましたら、福祉課までご連絡ください。
①美波町から児童手当を受給中で、高校生のお子さんがいる方
②美波町から児童手当を受給中で、高校生以下のお子さんが３人以上いる方
③美波町から児童手当（特例給付）を受給中だった方

この度、国において児童手当法が改正され、令和6年10月1日に施行されました。
改正に伴い、令和6年10月分（12月支給）の児童手当から変更となります。

●手続きが必要な方
▶高校生年代（平成18年4月2日～平成21年4月1日生まれ）のお子さんのみを養育しており、児童手当を受給していない
▶高校生年代のお子さんと大学生年代（平成14年4月2日～平成18年4月1日生まれ）のお子さんを合計3人以上養育し
　ている

●支払日
偶数月（年6回）の１５日　
（１５日が土日祝の場合は直前の平日）

●支払通知書
制度改正に伴い、令和 6年 12月から支払通知書の送付は廃止といたします。児童手当の支給状況は通帳等でご確
認ください。
なお、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。

●お子さんが就職されている場合
▶高校生年代　　父母等がお子さんを監護し、かつ生計を同じくしている場合には対象となります。
▶大学生年代　　監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当分の負担をしている事実が
　　　　　　　　あれば、多子加算のカウント対象となります。
　　　　　　　　また、「子が働いており、収入がある場合」や「子が一人暮らししている場合」についても同様にお
　　　　　　　　考えください。

【お問い合わせ】役場福祉課☎ 0884-77-3614
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税のお知らせ
Tax Infomation

国民健康保険税の
特別徴収（年金天引き）から
普通徴収（口座振替）への変更について

【お問い合わせ】役場税務課☎ 0884-77-3615

　美波町役場税務課もしくは由岐支所
●提出先

　口座振替依頼手続きと普通徴収（口座振替）申出書の提出が必要です。
　令和7年4月から特別徴収を中止し、7月からの普通徴収へ変更を希望する方は、令和7年1月20日（月）までに申し出をし
てください。
　そのまま、特別徴収を希望される場合には、手続きは不要です。

●手続きについて

　国保税の納付状況等により、特別徴収から普通徴収への変更について、ご希望に添えない場合があります。
　普通徴収に変更した後に国保税の滞納が発生した場合は、特別徴収に戻させていただきます。　

●口座振替への変更でご注意いただきたいこと

　国民健康保険税（以下「国保税」という。）の納付方法が特別徴収（年金天引き）となっている方のうち、希望される方は申
し出を行い普通徴収（口座振替）に変更できます。

●制度の概要

　申し出から、年金天引きが停止されるまで数ヶ月程度必要になります。
　申し出の時期により、年金天引きが停止される年金支払月が異なります。

●手続き後について

　国保税は、所得税・住民税等の社会保険料控除に算定できます。
　特別徴収（年金天引き）は、特別徴収された方の社会保険料控除となります。
　普通徴収は、国保税を支払った方の社会保険料控除となります。　

●所得税・住民税等の社会保険料控除

①世帯主が国民健康保険の被保険者である。
②世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
③世帯主の公的年金の受給額が、年額18万円以上である。
④介護保険料と国保税の合算額は、天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超えない。
※世帯主が75歳を迎える年度は特別徴収されず、普通徴収となります。

●特別徴収の対象となる条件

　令和 6年 4月2日から令和 7年 4月1日までの間に、65歳に達する世帯主および美波町に転入した世帯主は、令和 7年度か
ら新たに特別徴収の対象となります。
　令和 6年 4月2日から令和 6年 10月 1日までの間に、65歳に達する世帯主および美波町に転入した世帯主は、原則、令和
7年 4月から特別徴収が始まります。
　令和 6年 10月 2日以降に、65歳に達する世帯主および美波町に転入した世帯主は、令和 7年 6月以降から順次、特別徴収
が始まります。
　令和 7年 4～ 8月の特別徴収の金額は、令和 6年度国保税の年間税額から計算した金額になります。

●特別徴収の開始月

美波町国民健康保険資格確認書について
　令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなりますが、マイナ保険証を保有していない方には「資
格確認書」を交付します。
　既に発行済の被保険者証をお持ちの場合は、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいた
します。（令和７年７月頃に一斉交付、有効期限は１年間を予定。）

　マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等でご提示いただくことで、引き続き医療を受
けることができますので、ご安心ください。
　また、お手元にある被保険者証は、有効期限（最長　令和７年７月３１日）まで利用できますので、廃棄しないよ
うお願いします。

　令和６年１２月２日以降、マイナ保険証の利用を基本とした仕組みに移行しますが、国民健康保険への加入・喪失・変更
等の各種届出はこれまで通り必要ですので、窓口にてお手続きをお願いします。

●美波町国民健康保険からのお願い

●資格確認書（見本）

※今後、政省令の交付等により内容が変更になる場合があります。

土地の異動や家屋を新築または
取り壊した場合は届出をお願いします
　固定資産税の基準日は毎年１月１日となり、この日の現況・所有者等で賦課いたします。
特に、家屋を取り壊した場合については、役場税務課へ家屋滅失届を提出してください。
この届出がない場合、固定資産課税台帳から登録が抹消されず、固定資産税が課税され
たままとなることがあります。また、登記されている家屋を取り壊した場合や土地の異動に
ついては、法務局で滅失登記及び登記をされますようお願いします。

【お問い合わせ】
役場税務課固定資産税担当☎ 0884-77-3615
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償却資産（固定資産税）の申告について
　固定資産税における償却資産とは、個人や法人で事業を営んでいる方が、その事業に用いている構築物、機械、器具備
品等のことをいいます。償却資産をお持ちの方は、毎年１月１日現在その資産の所在する市町村へ、該当償却資産の状況（資
産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など）について、毎年１月末日までに申告する必要があります。（地方税法第383条）
　償却資産の申告書は12月下旬までに各個人または法人へお送りします。申告のご案内がない方でも、申告書の提出が必
要と思われる方は、送付いたしますので美波町役場税務課固定資産税係（☎0884-77-3615）までご連絡ください。

【お問い合わせ】役場税務課固定資産税担当☎ 0884-77-3615

　会社や個人が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費
が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの｡

●償却資産対象資産

令和7年１月31日（金）まで
●申告書提出期限

１）電子申告（eLTAX）
２）美波町役場税務課へ持参または郵送

●提出方法

〒779-2395 徳島県海部郡美波町奥河内字本村 18-1
美波町役場　税務課　固定資産税 係

●郵送先

税の申告準備できていますか？
　令和 7年２月・３月に税の申告相談を行います。ご準備をお願いいたし
ます。
　もし申告が必要な方が申告しないと、町県民税の各種所得控除が受け
られない場合があるほか、所得課税証明書も交付できません。また、国
民健康保険税や各種手続きにおける軽減・減免の判定もできません。

●申告での注意点
▶マイナンバーカードをお持ちください
申告書への押印は不要です。マイナンバーカード（お持ちでない方は通知カード及び本人確認できる書類）を必ずご持
参ください。

▶漁業・農業従事者、個人事業者（お店等）は帳簿の作成が必須です※当日は収支内訳書と併せてご持参ください
給与を渡している場合は、金額と支払った方のお名前・ご住所がわかるようにしてください｡
帳簿の書き方等及び収支内訳書は役場税務課および由岐支所にあります。経費を計上する場合は領収書･レシート等
が必須です。

▶�医療費の領収書およびレシートは、人ごと・病院ごとに分けてください
令和6年１月１日～令和6年12月31日の領収印が押されているものに限ります。
�領収書の他に、医療保険者が交付する“医療費の明細書”も対象となりましたので
ご活用ください。
セルフメディケーション税制と、従来の医療費控除は同時に利用ができません。詳
しくは国税庁HP、対象医療品目は厚生労働省HPをご覧ください。

▶特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設等）が発行する領収書には医療費控除の対象となる金額の記載が必要です
��記載がない場合は、控除を受けられない場合があります。利用している施設へ医療費控除の対象となる金額があるか、
確認してください。

▶�年金収入のみの方も、扶養親族の申告をしていない方は申告する必要があります
公的年金等の源泉徴収票を今一度ご確認ください。ねんきん定期便、年金の振込通知書は申告に使いません。

▶必ず原本の保管・提出をしてください
��源泉徴収票、各所保険の控除証明書、領収書、配当株式等の源泉徴収票等、還付先口座確認の際の通帳やキャッシュ
カード。 誤って紛失された方は、交付元機関等へ至急再発行の申請を行ってください。

国税庁HP 厚生労働省HP

　令和 7年１月１日現在、美波町に住所を有する人のうち、16歳以上の方。（被扶養者である高校生や大学生も含む）

●申告が必要な方

●次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
▶既に令和6年分の所得税（国税）の確定申告書を提出した方（自身で阿南税務署申告会場にて申告する方、e-Tax
又は郵送で確定申告書の送付を行う方）

▶�令和6年分の収入が給与だけで、お勤め先が１ヵ所のみであり、勤務先から美波町へ年末調整済の給与支払報
告書が提出されている方

▶�令和6年分の収入が公的年金だけで、収入額が400万円未満であり、支払者から美波町へ公的年金等支払報
告書が提出されている人のうち、各種控除（社会保険料、生命保険料、寡婦控除、扶養控除等）を受けない方

▶インボイス制度開始に伴う消費税の申告は阿南税務署へご相談ください。
▶青色申告を行う方 ･消費税 ･譲渡所得 ･山林所得 ･贈与税は阿南税務署へ申告してください
美波町の申告会場ではお取り扱いできません。また、書類の配送付や受付も行っておりません。

▶日程 ･場所は、広報みなみ１月号、回覧板等でご案内いたします

●美波町での申告

【お問い合わせ】役場福祉課☎ 0884-77-3614

　令和６年１２月２日以降、後期高齢者医療制度の被保険者証の交付を終了し、代わりに
「資格確認書」を交付します。
　なお、既にお持ちの被保険者証は有効期限まで使用することができます。

　医療機関等を受診する際には「被保険者証」、「資格確認書」、「マイナ保険証（被
保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード）」のいずれかをご利用ください。

徳島県後期高齢者医療
広域連合からのお知らせ

福祉のお知らせ
Welfare Infomation

●資格確認書が交付される方
▶令和６年１２月２日以降に、以下のいずれかの要件を満たした方
・新たに後期高齢者医療制度に加入される方
・被保険者証の内容が変更となった方
・被保険者証を紛失した等の理由で再交付の申請をした方　など

※令和７年７月３１日まではマイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付し
ますが、令和７年８月１日以降はマイナ保険証をお持ちの方には資格確認書
を交付しません。

※今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。

資格確認書（見本）
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大浜海岸・宮の森を中心に
美波町を賑わいづくりと環境共
生型の社会を目指します！
活動概要・SDGｓに関する取り組み方針（考え方）
▶うみがめの森再生プロジェクト
町指定文化財「大楠」をはじめ、うみがめの森（宮の森）の木々の先端
枯れの症状が著しく悪化。この森が自然のカーテンとなり住宅地の光
から海亀を守っているとも云われており、海亀の上陸・産卵にも影響。
約800年の樹齢といわれているこの木々を次世代へ残していきます。
・大浜及び宮の森のゴミ拾い等美化活動
・再生プロジェクトに今後必要となる稲わらや落ち葉を集める活動

自然も人の暮らしも持続可能な、環境共生型
の町づくりを進めます。
環境共生型、歴史文化共生型の地域づくり・
社会づくりに取り組み、夢は大きく徳島はも
とより日本を代表する共生型社会のあり方と
して認めていただけるように活動を行ってい
きます。これからの皆様のご協力をお願いい
たします！！

メッセージ

にぎやかな大浜・宮の森づくり実行委員会
（地域おこし団体）

今後に向けた取り組み
▶日和佐八幡宮の市の定期開催
定期的(年４回)に開催。来年リニューアルオープンが予定されている
日和佐うみがめ博物館カレッタや、今年度中に開業予定の谷屋地ビ
ールプロジェクト「日和佐ビール」などとコラボし、更に地域の楽しい・
学び・美味いを発信していきます。

▶うみがめの森再生プロジェクトの本格的始動
全国各地で森や山、川辺の環境保全に取り組まれている『NPO法人
地球守』様、町民の皆様、町内外の企業・団体・行政の皆様と一体
となってうみがめの森の回復に取り組んでいきます。　　
第一弾として、大楠の保全活動を令和7年2月中旬から行います。誰
でもが参加できるワークショップも合わせて開催します。

関連するゴール

【美波町からのお知らせ】
▶導入目的：美波 SDGsリビングラボを通じて地域活動を発信・共有することで、SDGs のワードのもとで皆さまが

繋がれる場所になること目的としています。まずは皆さまの SDGs 宣言を登録をして、美波町とともに
地域課題の解決や地域活動に参加し、お互いに協力し合いませんか。

▶利用方法：町民の方々や企業・団体様なら誰でも利用できます。
詳しくは右のQRコードから美波町HPをご覧ください。
https://www.town.minami.lg.jp/docs/sdgs.html

美波町 SDGsリビングラボポータルサイトについて

これまでの取り組み
▶「日和佐八幡宮の市」
イベントを通じて美波町の食・歴史・文化で世代
を超えて交流を図り地域を盛り上げていきます。
・宮の市マルシェで地域の美味い・楽しいを発信
・秋祭り”ちょうさ(太鼓屋台)”体験屋台『さぁ
ーせぇーくん』でお祭りの楽しさを発信

・じゃんけん大会、お菓子投げで子どもたちにイ
ベントの楽しさを発信

i 野良猫のトラブル対策について

役場住民生活課☎ 0884-77-3613

このところ、役場に野良猫に関する次のような苦情が寄せられています。
▶敷地内でふん尿をしたり、ごみを荒らして困っている。
▶子猫を産んだので引き取って欲しい。
▶餌をやっている人がいる。
このように猫による被害で困っている人からは、捕獲して欲しいとの要望がありますが、「動物の愛護及び管
理に関する法律」によって愛護動物に定められているため、捕獲し駆除することが出来ません。住民同士のト
ラブルにならないよう、次の事を実施してみてください。

１. 置き餌をしない。他の地域の猫を呼び込んでしまったり、
カラスや小動物等を集めることになります。

２. 不妊・去勢の手術の実施。猫は年に2回から4回、1回に4
頭から8頭の子猫を産みます。かわいそうな猫が増える
のを防ぐために、不妊去勢手術をしてください。（1匹に
つき上限1万5千円の助成あり。）

３. 野良猫が敷地内に子猫を産んだ時は、触れたり餌をやっ
たりしないで、そっと見守る。子猫がある程度育てば、親
猫が他の場所に連れて出ていきます。いては困る場所に
産んだ場合は、周辺に芳香剤をまくなどし、居心地を悪く
して、親猫が他の場所に連れて行くように仕向けてくだ
さい。役場等から保護しに行くことはありません。

【トラブル対策】
４. トイレの設置。決まった場所で排泄する習慣があるの

で、餌やりの場所の近くにトイレを設置することで、近
隣のふん尿の被害を減らすことが出来ます。

５. 猫の嫌がる忌避剤を置く。においや刺激性によって近
づきにくくする方法です。においに慣れると効かなくな
るので、時々種類を変えてください。

６. 猫が嫌がる物を設置。歩きにくくなり、侵入出来ないよ
うになります。

７. 機器・装置の設置。ブザーや超音波等で追い払う方法
です。

今回紹介した7つの方法を試してみてください。
みんなが住みやすい町にしましょう。

令和６年度防災教育プログラム「高台整備工事現地見学ツアーなど」について

●日時　：令和6年12月22日（日）  10:00～17:15
　　　　※時間は変更になる場合があります。
●対象者：美波町町民
●参加料：無料
●場所　：うみがめラボ（UR都市機構サテライトオフィス）など
　　　　美波町奥河内本村169
●講師　：「（仮）防災教育セミナー」

徳島大学　井若 和久 先生
●主催　：UR都市機構
●共催　：美波町
●協力　：徳島大学、EVジェネシス（株）

i
UR都市機構（担当：山形、中川、山口）☎06-4799-1587

　今年度も、美波町が「災害に強いまちづくり」として整備を進めております高台造成工事
につきまして、ＵＲと連携し、現地見学ツアーなどを企画いたしました。
　今まさに、整備が進む造成状況を見学いただくとともに、徳島大学の防災に役立つセミ
ナーも受けられます。また今回は、ＥＶジェネシス（株）の協力を受け、防災機能を有する次
世代ソーラーＥＶモビリティーの試乗会も予定しております。「見る」「学ぶ」「体験する」を
テーマとした「防災教育プログラム」を開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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放送大学徳島学習センター☎ 088-602-0151

放送大学入学生募集

　放送大学は、2025年4月入学生を募集しています。
　10代から90代の幅広い世代、8万5千人以上の学
生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々
な目的で学んでいます。
　授業には3つのスタイルがあり、BS放送やインターネ
ットで視聴する、また講師から直接受ける授業があります。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、
300以上の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶこと
ができます。
　資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学徳
島学習センターまでご請求ください。
　出願期限は、第1回が2025年2月
28日まで、第2回は3月11日までです。

募

詳しくはこちら↑

i 災害に備えた「薪・一斗缶」供給
に関する協定締結

役場消防防災課☎ 0884-77-3619

　10月18日（金）、美波町コミュニティホールで、美波町と
美波町自主防災会連合会は、南海トラフ巨大地震などの
災害発生時、薪や備長炭を製造する、（株）四国の右下木
の会社と缶詰製造業の（有）角田商店から、薪と一斗缶を
提供してもらう協定を締結しました。
　目的として、災害発生時に避難所などで暖房や調理用、
照明の燃料などの目的や、町内の自主防災会から事前に
求められれば、備蓄用としても提供していただけます。

　美波町ではオンライン上の役場を目指して、公式 LINEを充実させていく方針で日々改善に努めております。
　改善や機能向上の参考にさせていただくために、アイデア等を募集しております。お気軽にアイデア等をいただけ
ますと幸いです。

i 美波町公式 LINE へのアイデア・問い合わせ等

役場総務課☎ 0884-77-3611

●友達追加の方法
1．LINE アプリを開きます。
2．「友だち追加」ボタンをタップします。
3．「QRコード」を選択し、右記のQRコードを読み取ります。
4．または、「ID検索」で「@town.minami」と入力して検索してください。
5．「追加」をタップし、友だち追加を完了します。

●アンケートフォームまでの手順

1. ①「メニューをひらく/とじる」から、②「オンライン手続」をタップしてください。
　「オンライン手続」メニューが表示されます。
2. ③「アイデア・改善要望アンケート」をタップしてください。アンケートフォームが表示されます。

▶美波町公式LINEを、より便利で親しみやすくするため、皆さまのご意見やアイデアをお寄せいただきたいと思います。
ご利用いただいて感じた改善点や、こんな機能があったら嬉しいといったご提案など、どんな小さなことでもかまいません。
皆さまの声を参考に、より良いサービスを目指してまいりますので、ぜひお気軽にお知らせください。

〈 〈

i 就農相談会＆セミナーの開催

JA 徳島県海陽営農経済センター☎ 0884-73-1947
徳島県美波農業支援センター☎ 0884-74-7412

　海部郡で新たに農業を始めたい方に向けて、「就農相談
会＆セミナー」を開催します。就農までのステップや活用で
きる就農支援策の紹介と個別相談を行います。
　農業に興味のある皆さまの参加をお待ちしています！
●日時　　：令和7年1月29日（水）  13:30～15:00
●会場　　：①JA徳島県海部事務所

　（海陽町野江南前43-1）
　②道の駅日和佐
　きゅうりタウン交流ハウス
　（美波町奥河内字寺前493-6）

●内容　　：海部農業の紹介、就農支援策の紹介、
個別相談、オクラとお米の作り方講習など

●主催　　：海部次世代園芸産地創生推進協議会
●申込締切：令和7年1月28日（火）
※会場は①②どちらでもご参加いただけます。
※オンライン参加（webex）も可能です。

ネット申込については
こちらから→

　下記の日程で令和6年度美波町消防団出初式を行い
ます。
●日時：令和7年1月5日（日）10:00～
●場所：日和佐グラウンド
　　　　�11:30（予定）から、消防団による放水実演を

日和佐川下流で行います。

令和 6年度美波町消防団出初式

役場消防防災課☎ 0884-77-3619

i

●日時：令和7年1月3日（金）
　　　　10:00～（受付：9:30～10:00）
●場所：美波町コミュニティホール

令和 6年度二十歳のつどい

日和佐公民館☎ 0884-77-0028

　今年度の「二十歳のつどい」は平成16年4月2日から
平成17年4月1日生まれの人を対象に、下記の日程で開
催します。

i
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美波町会計年度任用職員募集のお知らせ

　美波町では、令和７年４月からの会計年度任用職員を次のとおり募集しますので、
応募される方は、関係書類を応募期限までに提出してください。なお、会計年度任
用職員のうち専門職員の募集については町ホームページに１月頃掲載予定です。

フルタイム：一般・こども園・病院・診療所
№ 職　種 人数 勤務先・勤務時間等 給　料 休 日 免許資格等

1 社会福祉士 1
地域包括支援センター
８:30 ～17:15

月額 208,000円～
238,100円 土日祝

社会福祉士資格

2 主任介護
支援専門員 1 主任介護支援専門員資格

3 保育教諭
又は保育士 若干名

町内のこども園のいずれか
▶�７:00～19:00のうち
　７時間45分（交代制勤務）
▶�月曜日から土曜日の間の週
５日勤務

月額 170,900円～
202,400円 週休２日

保育士資格及び幼稚園教諭の
両方を有し保育士登録済みの
方、又はいずれかの保有者で
経験のある方

4 看護師 若干名
美波病院、日和佐診療所
８:30～17:15
（夜勤相談）

▶看護師
月額 221,000円～

245,700円
▶看護補助員
月額 177,600円～

196,200円
▶薬剤師
月額202,800円～　　

230,600円
▶社会福祉士
月額 208,000円～

238,100円

週休２日
（交代制）

看護師資格
美波病院は原則夜勤・休日勤
務のできる方(応相談)
日和佐診療所は夜勤無し

5 看護補助員 1
美波病院
７:00～18:30のうち
７時間45分（交代制勤務）

週休２日
（交代制） 土・日・祝日勤務あり

6 薬剤師 若干名 美波病院
８:30～17:15 土日祝 薬剤師資格

7 社会福祉士 1 美波病院
８:30～17:15 土日祝 社会福祉士資格

パートタイム：一般
№ 職　種 人数 勤務先・勤務時間等 報　酬 休 日 免許資格等

8 管理栄養士 1
健康増進課
８:30～17:15のうち
６時間45分

日額 10,500円 土日祝 管理栄養士資格

9 社会福祉士 2 福祉課
８:30～17:15のうち
６時間45分

日額 10,500円 土日祝 社会福祉士資格

10 介護支援
専門員 1 日額   9,500円 土日祝 介護支援専門員資格

募
№ 職　種 人数 勤務先・勤務時間等 報　酬 休 日 免許資格等

11 認定調査員 1
福祉課
８:30～17:15のうち
６時間45分

日額   7,300円 土日祝 認定調査員資格

12 介護支援
専門員 2 地域包括支援センター

８:30～17:15のうち
６時間45分

日額 10,500円 土日祝 主任介護支援専門員資格

日額   9,500円 土日祝 介護支援専門員資格

13 理学療法士 1 日額 10,500円 土日祝 理学療法士資格

14 事務補助員 1 議会事務局
９:30～17:15 日額   6,700円 土日祝 パソコン操作・テープ起こしの

できる方

15 事務補助員 20 本庁・支所・出先機関
８:30～17:15のうち
６時間45分

日額   6,700円 土日祝

パソコン操作のできる方

16 事務補助員
（障がい者雇用） 若干名 障がい者手帳等をお持ちの方

17 用務員 1 由岐支所
８:30～16:15

日額   6,700円 土日祝

18 作業員 2 日額   7,300円 土日祝

19 事務補助員 2 うみがめ博物館
８:30～17:15のうち
６時間45分

日額   6,700円
月･平日
１日

（週休２日）
土・日・祝日に勤務できる方20 用務員 1

21 技術補助員 1

22 事務補助員 2
日和佐図書・資料館
８:30～18:00のうち
６時間45分

司書資格有:
日額 7,000円

司書資格無:
日額 6,700円

月･平日
１日

（週休２日）

土・日に勤務できる方
パソコン操作のできる方

23 技術補助員 2

総合体育館（各時間帯1名ずつ）
８:30～17:15のうち
６時間45分
14:15～22:00のうち
6時間45分

日額   6,700円
火･平日
１日

（週休２日）

土・日・祝日に勤務できる方
パソコン操作のできる方

24 用務員 1 日和佐公民館
８:30～11:30 時給      980円 週休４日 月、水、金曜日のみ勤務

25 管理人 2
日和佐公民館　毎日（交代制）
　平日　　17:15～22:00（日額 4,700円）
　土日祝　８:30～17:15（日額 7,600円）17:15～22:00（日額 4,700円）

26 管理人 2

由岐公民館　毎日（交代制）　
　平日　　17:15～20:00（日額 2,700円）または17:15～22:00（日額 4,700円）
　土日祝　８:30～17:15（日額 7,600円）／
　　　　　17:15～20:00（日額 2,700円）または17:15～22:00（日額 4,700円）

27 清掃員 1 本庁
７:30～10:30 時給     980円 土日祝

28 学校事務員 2 町内の学校
1日6時間45分勤務 日額   6,800円 土日祝

など パソコン操作のできる方

29 用務員 4 町内の学校
１日６時間勤務 時給     980円 土日祝

など

30 管理及び事務 2
ふれあいホール資料展示室
９:00～18:00の間で、交代制
勤務

時給     980円 週休２日
（交代制） 土・日・祝日に勤務できる方

病院関連の職務内容に関する問い合わせ　美波病院☎ 0884-78-1373 ／日和佐診療所☎ 0884-77-1212
　　　　　　　　　その他職務内容・募集に関する問い合わせ　役場総務課☎ 0884-77-3611

　№1～44の中から、希望する職種を選んで応募してください。第２希望まで記入可
です。履歴書の「本人希望欄」に「番号・職種」を必ずご記入ください。ただし、美
波町会計年度任用職員と病院・診療所職員の重複した応募はできません。
記載例：第１希望 ⑮事務補助員（由岐）、第２希望 ⑮事務補助員（日和佐）

●募集内容

※給与等は11月1日現在のものであり、給与制度改定等により変更する可能性があります。
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パートタイム：こども園
№ 職　種 人数 勤務先・勤務時間等 報　酬 休 日 免許資格等

31 保育教諭
又は保育士 若干名

町内のこども園のいずれか
勤務日数、時間はご相談くだ
さい

日額 7,000円
時給 1,030円

保育士資格及び幼稚園教諭の
両方を有し保育士登録済みの
方、またはいずれかの保有者
で経験のある方

32 保育補助員 2 日和佐こども園
勤務時間はご相談ください

日額 6,700円
時給   990円 土日祝 子育て支援員資格又は取得見

込みのある方

33 調理員 7

日和佐こども園
７:45～15:30
由岐こども園
７:45～15:30
伊座利小規模保育園
８:00～15:45
勤務時間はご相談ください

調理師免許あり：
日額 7,000円
時給 1,030円

調理師免許なし：
日額 6,700円
時給   990円

土日祝
調理師資格または取得見込み
のある方
（※無くても可）

34 用務員 1 日和佐こども園
１日6時間45分勤務 時給    980円 土日祝

パートタイム：病院・診療所
№ 職　種 人数 勤務先・勤務時間等 報　酬 休 日 免許資格等

35 看護師 若干名
美波病院
８:30～17:15のうち
６時間45分

看護師:
日額 10,500円

准看護師:
日額 10,000円

週休２日
（交代制）

看護師または准看護師

36 看護師 若干名
日和佐診療所
８:30～17:15のうち
６時間45分

土日祝

37 夜勤専従
看護師 若干名 美波病院

16:45～9:00 1回 31,700円 夜勤回数は応相談

38 看護師 若干名 日和佐診療所
８:30～17:15 日額 12,100円 土日祝、

平日1日
看護師
週4日勤務

39 臨床検査技師 1
日和佐診療所
８:30～17;15のうち
6時間45分

時給   1,500円 土日祝 臨床検査技師

40 薬剤師 1
日和佐診療所
８:30～17:15のうち
６時間45分

日額 10,500円 土日祝 薬剤師

41 看護補助員 5
美波病院
７:00～18:30のうち
６時間45分（交代制勤務）

日額   7,300円 週休２日
（交代制） 土・日・祝日に勤務あり

42 用務員 3
美波病院
７:00～16:45のうち
６時間45分（交代制勤務）

日額   6,700円 土日祝 連休、年末年始等に勤務あり

43 用務員 1 日和佐診療所
８:00～15:45 日額   6,700円 土日祝

44 事務補助員 1 阿部診療所
８:30～16:15 日額   6,700円 土日祝 パソコン操作のできる方

※「パソコン操作のできる方」：通常の業務で通用する程度のパソコン操作で、資格の有無は問いません。
※「保育教諭」：幼保連携型認定こども園において、教育・保育を行う職員のことです。
※資格が必要な職種については、採用までに当該資格の取得見込みの方も含みます。
※学校施設の用務員は、春休み期間、夏・冬休み期間（約２週間）は原則勤務日となりません。あらかじめご了承願います。
※募集人員は、現時点での予定であり、変更になる場合があります。

次の事項に該当しない方（年齢制限はありません）
▶禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
▶美波町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
▶日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ
の他団体を結成し、又はこれに加入した者

●共通する応募資格

▶任用期間　：令和7年４月１日から令和8年３月31日まで
▶通勤手当　：正規職員に準じて支給。ただし、町有地に駐車する場合は、駐車場使用料必要。
▶社会保険等：任用期間及び勤務時間数等により、共済組合、互助会、厚生年金保険、雇用保険等に加入。 
▶有給休暇　：有給休暇12日、特別休暇（夏季5日・忌引休暇等有）
▶期末手当　：あり。正規職員に準じた支給率（１週間当たりの平均勤務時間が15時間30分未満の者は除く）

●勤務条件

▶会計年度任用職員として任用されている間の身分は地方公務員となりますので、守秘義務等、地方公務員としての義
務が課されることとなります。

▶応募いただいた履歴書は採否に関わらずお返しいたしません。

●特記事項

面接による選考。試験日時等については、応募された方、各人宛にご連絡します。
●選考方法

▶必要書類　1）市販の履歴書１通（申込日前６ヶ月以内に写した写真を貼付） 
　　　　　　2）免許資格の写し（免許資格が必要な職種に限ります）
▶提出期間   令和7年１月6日（月）～令和7年１月17日（金）の執務日　８:30～17:00 
▶提出場所   美波町役場総務課又は由岐支所
▶申込方法　��封筒の表に「会計年度任用職員採用試験申込」と朱書きし、書留郵便にて美波町役場総務課宛に送付。
　　　　　　(締切日必着) 

●申込方法

1月 7日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

8日 水 行政相談 13:00～ 15:00 由岐公民館

9日 木 心配ごと相談、
行政相談、介護相談 9:00～ 12:00 医療保健センター(会議室)

10日 金 女性のための生き方
なんでも相談

10:00～ 12:00
13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

14日 火

女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

人権相談 10:00～ 12:00 日和佐隣保館

16日 木 心配ごと相談 9:00～ 12:00 日和佐隣保館

21日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

23日 木 心配ごと相談 9:00～１２:00 医療保健センター(社協事務局)

24日 金 女性のための生き方
なんでも相談

10:00～ 12:00
13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

28日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

30日 木 心配ごと相談 9:00～１２:00 医療保健センター(社協事務局)

まちの相談カレンダー

女性のための生き方なんで
も相談は、事前予約が必要
です。

【連絡先】
なんでも相談予約電話
☎ 0884-22-0361
【南阿波定住自立圏共生ビジョン】
女性支援パートナーシップ事業です

美波町社会福祉協議会事務
局は心配ごと相談を随時受
付しております。

【連絡先】
美波町社会福祉協議会
　　 ☎ 0884-77-0342
由岐支所
       ☎ 0884-78-1792
【受付日】
月〜金 8:30 ～ 17:00
（土・日・祝祭日は休み）
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i 神戸税関 小松島税関支署からの
お知らせ

小松島税関支署☎ 0885-32-0326

　財務省は、令和6年上半期の全国の税関における関税
法違反事件の取締り状況をまとめました。
▶不正薬物の押収量が上半期で1トン超え
▶金地金の摘発について件数・押収量共に大幅に増加

詳細はこちら↑
（財務省ホームページ）

税関イメージキャラクター
「カスタム君」

i 検察審査会ってどんなところ？

徳島検察審査会事務局
徳島地方裁判所内☎ 088-603-0160

　交通事故・詐欺などの犯罪の被害に
あったが、検察官がその被害者を不起
訴にした（裁判にかけなかった）ことに納
得できない！
　このような場合、まずは検察審査会
に御相談ください。申立てや手続案内
には、費用はかかりません（ただし、申立てには一定の要
件が必要です）。
　検察審査会では、検察官が事件を裁判にかけなかった
ことのよしあしを、選挙権を有する国民の中から「くじ」で
選ばれた11人の検察審査員が審査します。

美波町教育委員会☎ 0884-77-3620

12 月定例教育委員会の日程

●日時：12月25日（水）9:30～
●場所：日和佐公民館3階会議室
※予定は変更となる場合があります。

i

　戎野ツネ子さんは、令和 6年 11月14日、
100歳の誕生日を迎えられました。
　徳島県南部総合県民局保健福祉環境部＜美波＞
副部長及び美波町副町長から祝状等が贈られまし
た。戎野さんは散歩が好きで、長生きの秘訣は毎
日の散歩とお話しくださいました。
　末永くお元気でお過ごしください。

百寿 100 歳おめでとうございます！

i 「災害時におけるキッチンカーによる炊出支援等に関する協定」の締結
役場消防防災課☎ 0884-77-3619

　11月12日（火）、美波町と徳島県キッチンカー協会は、
災害発生時において、迅速かつ効率的に食料を提供する
ことを目的として協定を締結しました。キッチンカーは移
動式の調理設備を持ち、様々な場所で調理・提供が可能
です。これにより、迅速に被災者や避難所にいる方々に温
かい食事を届けることで、心身のサポートを行い、食事を
通じて被災者同士の交流を促し、心の支えとなる場を提供
し、地域の復興活動に貢献することを目的としています。
また、平常時についても、町のにぎわい創出や地域活性
化のイベント等への連携、また防災訓練等へも協力をし
ていただき、「いつも」で「もしも」の協力体制を構築する事
を目的としております。

住民生活課
由岐支所

☎0884-77-3613
☎0884-78-1111

▶印鑑証明、戸籍謄抄本、住民票などの発行は取り扱いいたしません。
▶死亡届、出生届、婚姻届などの戸籍の届出は当直が受付します。
　（由岐支所受付は8:30〜17:15まで）
▶火葬場は、1月1日（水）だけ休ませていただきます。
▶ゴミ収集は、12月29日（日）まで平常どおり行います。
　12月30日（月）〜1月5日（日）まで休ませていただきます。
　1月6日（月）から平常どおり行います。

福祉課
税務課
由岐支所

☎0884-77-3614
☎0884-77-3615
☎0884-78-1111

証明書の発行は、取り扱いしません。

水道課 ☎0884-77-0210
休開栓の受付は役場（☎77-1111）で行います。
※1週間程度前にお願いします。
配水管の漏水などを発見しましたら役場までお願いします。

日和佐公民館 ☎0884-77-0028
公民館、及びテニスコートなどの使用申込、使用料の受領などは当直者が
行います。使用時間については、8:30〜17:00までです。

由岐公民館 ☎0884-78-0007 12月29日（日）〜1月3日（金）まで休館し1月4日（土）から開館します。

日和佐図書・
資料館

☎0884-77-2733 12月28日（土）〜1月3日（金）まで休館し1月4日（土）から開館します。

うみがめ博物館 ☎0884-77-1110 リニューアル工事中のため終日休館とさせていただきます。

ぽっぽマリン ☎0884-78-2933 12月29日（日）～1月4日（土）まで休館し、1月5日（日）から開館します。

日和佐
総合体育館

☎0884-77-3001
12月28日（土）〜1月3日（金）まで休館し、1月4日（土）から開館します。
使用申込は、休館中できません。

由岐B&G
海洋センター

☎0884-78-0201 12月28日（土）～1月4日（土）まで休館し、1月5日（日）から開館します。

美波病院 ☎0884-78-1373
12月28日（土）〜1月5日（日）まで休診します。
なお、急患の場合はこの限りではありません。

日和佐診療所 ☎0884-77-1212 12月28日（土）〜1月5日（日）まで休診します。

年末年始の役場業務のご案内i

役場の一般業務は12月28日（土）〜1月5日（日）まで休業（休館）いたします。

役場総務課☎ 0884-77-3611
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COLUMN - 読み物 - COLUMN - 読み物 -

町民一人ひとりが相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会をめざしましょう。
「心温かい人々が暮らす、にぎやかな過疎の町」美波町であり続けるために人権について考え守っていくことが

まさに、“にぎやかそ”美波町まちづくりにつながります。このコーナーでは人権に対する思いを掲載していきます。

ウミガメと人の文化

ウミガメ 
News Letter

No.36

日本各地でウミガメの調査を行っていると、様々なウミ
ガメと人の関わりを見聞きすることがあります。それ

らは時代や地域毎に違いや変化そして共通点が有り、民俗
学的な分野から見て興味深いテーマです。例えば、古代人
の食生活を表す貝塚からは、しばしば人に食べられたウミガ
メの骨が見つかります。そして現在もなおウミガメを食べ
る習慣は日本の各地、特に産卵地では珍しい話ではありま
せん。また、ウミガメは、海神の使いや海の恵みを象徴す
ると考える人の気持ちが儀礼として各地に残されています。
代表的な例は「亀塚」もしくは「亀の墓」と呼ばれ、何ら
かの原因で死んでしまったウミガメを憐れむ、又は祟りを恐
れて埋葬した事例が日本各地に見られます。そして、生き
ていればウミガメに酒などを振舞って海に帰したり、沖合で
流木にウミガメがまとわり付いていると、その流木を大切
な船の木材と交換して持ち帰り、これを「カメの枕木」な
どとして祀り、大漁を願うという話は各地の漁業関係の方々

からよく聞きます。「亀卜（きぼく）」と呼ばれるウミガメの甲
羅の骨に火の付いた木の棒を押し付け、ひびの入り方で物
事の吉凶を占う儀式は、大陸から伝わり弥生時代には行わ
れていました。現代では見聞きすることは少なくなりました
が、対馬市などで祭事として行われているほか、皇室の重
要行事には亀卜の儀式が今なお残されています。タイマイ
という美しい甲羅を持つウミガメの鱗板を素材とする「鼈
甲（べっこう）細工」も長い歴史を持つ工芸技術です。しか
し、「鼈甲」とはスッポンの甲羅という意味で、本来は「玳
瑁（たいまい）細工」なのです。これは江戸時代に幕府が贅
沢を禁じた為、貴重な「玳瑁」ではなく、有り触れたスッ
ポンの甲羅と偽った名残りとの事です。タイマイには迷惑
な話ですが、その位、人気の工芸品だったのでしょう。現在、
リニューアル中のカレッタでは、この様な「ウミガメと人の
文化」に関する展示も準備しています。（館長：平手康市）

障がい者への「合理的配慮の提供」が民間事業者にも
義務化されます

星座のうみがめ座
は何処にあります
か？Q

ue
st
io
n うみへび座はありますが、残念ながら、うみがめ座は見つ

けられませんでした。星座は時代や地域によって姿形、名
前が変わります。いっそのこと、夜空がきれいな大浜海岸
でうみがめ座を作ってみるのも面白いかもしれません。An

sw
er

応募フォーム

うみがめについての質問をお送りください。
お答えします！
〒779-2304 徳島県海部郡美波町日和佐浦
369うみがめ博物館カレッタ「質問係」

太
たいへいよう
平洋に面する美波町では多くの生き物たちが生

せいそく
息しています。このコーナーでは

実
じっさい
際に撮

さつえい
影してきたリアルな写真と共にいろんな生き物たちをご紹

しょうかい
介します！

みなみの海の

いきもの
図

ず
鑑
か ん

人権に関する三つの法律をご存じですか？
人権三法とは？
　平成28（2016）年、「人権三法」とよばれる差別を解消するための3つの法律
が相次いで施行されました。
　差別は人の心を傷つけるだけでなく、差別行為を見た人に新たな差別意識を
植え付けるなど差別の助長につながる恐れもあり、決して許されるものではあ
りません。それぞれの法律の趣旨を正しく理解し、差別をなくしていきましょう。

〇障害者差別解消法

　すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
を目指す法律です。
　この法律では、障がいがあることを理由に差別することを禁止しています。また、障がいのある人から「こんなことをし
てほしい」と希望があったときには、状況に応じて配慮することが必要です。
　障がいのある人もない人も、一緒に安心して暮らせる社会をつくりましょう。

～障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律～

〇ヘイトスピーチ解消法

　特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会や地域社会から追い出そうとしたり危害
を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般にヘイトスピーチと呼ばれています。見聞きした方々に、悲し
みや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。
　民族や国籍等の違いを超え、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。

～本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律～

〇部落差別解消推進法

　同和問題（部落差別）とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の
一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わ
が国固有の重大な人権問題です。
　残念ながら、今なおこうした人々に対する差別的発言、差別的待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付された
り、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。差別や偏見に基づ
くこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されません。
　そのため、本法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化に伴ってインターネット上への差別的な書き込
みなど部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、部落差別は決して許されないものであるとの認識のもとに、部
落差別がない社会の実現を目指しています。

～部落差別の解消推進に関する法律～

人権三法の趣旨を正しく理解し、差別のない社会の実現を目指しましょう！

【人権相談はこちら】
https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html　

体長は1m前後。長い体に鋭く尖った歯が特
徴です。体の表面はヌルヌルした粘液に覆わ
れていて、陸上でも湿った状態であれば皮膚
呼吸ができるので30分ほど生きていられる
そうです。日中は、岩穴などにいて獲物を待
ちぶせしていますが、夜になると活発にエサ
を求めて泳ぎ回ることもあります。また、自
分より大きな生き物が近づくと口を大きく開
けて威嚇することもありますが、攻撃などし
なければ襲ってきません。危険生物としてよ

く取り上げられますが、意外と臆病なのかも
しれません。一方で、迫力ある見た目からは
想像がつかないかもしれませんが、ウツボは
上品な白身で美味しい上にタンパク質やカル
シウム、鉄分の他にコラーゲンなど栄養たっ
ぷりの食材でもあります。徳島県南では冬の
味覚として親しまれてきました。
まだ食べたことがない方がいれば、この冬
にでも海のギャングを食べてみてはいかがで
しょうか。（ダイバー：長楽美保）

ウツボ 今回は海のギャング！ウツボです！

正倉院収蔵物：
「螺

ら で ん し た ん ご げ ん の び わ

鈿紫檀五弦琵琶」は、
聖 武 天 皇（ 在 位724年 ～
749年）の愛用品で、玳瑁
と夜光貝の螺鈿細工がふん
だんに使用された貴重性だ
けでなく、世界でも唯一の
現存する五弦琵琶として、ま
た当時の大陸との文化交流
を示す重要な収蔵物です。
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町民文芸に掲載を希望
される方は、前月の20
日頃までに政策推進課
までお送りください。
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_ 美波の文化・歴史を訪ねる24

2024.May. No.218

美波町日和佐図書・資料館☎ 0884-77-2733
開館時間：火曜日〜金曜日10:00〜 18:00　土曜日・日曜日10:00〜 17:00

HIWASA
Library
News
2024.Dec. No.225

●おすすめ図書

本年も多くの方々に図書館のご
利用を頂きありがとうございま
した。
2024 年、日和佐図書館で貸出
が多かった本を集めて、館内に
て展示しております。
人気作品、第１位は！？

2024年人気本ランキング！

●気の毒ばたらき：宮部 みゆき
●また団地のふたり：藤野 千夜
●小鳥とリムジン：小川 糸
●宵闇色の水瓶：井上 雅彦
●思ひ出の記：小泉 節子
●危険球：木住 鷹人
●責任：浅野 皓生
●架空犯：東野 圭吾
●五葉のまつり：今村 翔吾

新刊一般図書

●どひょー：丸山 誠司
●バスタブバスです：りとう ようい
●まんまるしっぽのクロ：ミヤザー ナツ
●どんどんめくり：やぎ たみこ
●てぶくろがいっぱい：フローレンス・スロボドキン

新刊児童書

●新刊図書案内
藍を継ぐ海
著 伊与原 新（新潮社）

ウミガメの卵を孵化させ、ひと
りで育てようとする中学生。奈
良の山奥でニホンオオカミに出
会うWebデザイナー…。科学
だけが気づかせてくれる大切な
未来を描く、5つの物語。

●図書資料館イベント
イベント 日程 時間

小さなおはなし会 12/17（火） 10:30～10:50

おはなしの時間 12/21（土） 10:30～11:00

こども工作教室
ダンボール工作「クリスマスツリーを作ろう」

12/24 （火） 10:30～12:00

※年末年始 休館のお知らせ
下記の日程で休館させて頂きます。
１２月２８日（土）～１月３日（金）

休館日（毎週月曜日（祝日に当たるときは翌日も） 、祝日、年末年始） イベント おはなし会

● 12 月・1 月の予定
1月の予定

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

12月の予定

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

美波町の各所に残る文化財や史跡を写真ととも
に紹介していきます。

ヨココの六地蔵

　国道・日和佐トンネルの南入口付近を通称ヨココ
とよんでおり、遍路道、JR牟岐線、国道が通って
いる狭い谷間となっています。昔は6体の地蔵を彫
り付けた磨

まがいぶつ
崖仏がありましたが、旧国鉄牟岐線の

敷設工事の時に爆破されてしまいました。現在は、
そのときの欠けた1体と、新しく作った6地蔵とをい
っしょにして、近くの共同墓地でまつっています。

ヨココの六地蔵

【お問い合わせ】
日和佐公民館☎ 0884-77-0028
由岐公民館☎ 0884-78-0007

●
日
和
佐
句
会

あ
の
世
へ
の
こ
と
ほ
が
ら
か
に
夜
長
か
な
　（
白
河
輝
女
）

団
栗
や
果
敢
に
挑
む
豆
力
士
　
　
　
　
　
　（
福
井
咲
希
）

新
米
は
艶
が
あ
る
ね
と
笑
顔
か
な
　
　
　
　（
森
公
子
）

木
犀
の
路
地
に
散
り
敷
く
昨
夜
の
雨
　
　
　（
本
庄
潮
乃
）

赤
と
ん
ぼ
オ
ブ
ジ
ェ
の
虫
の
大
目
玉
　
　
　（
橋
本
ま
り
子
）

●
時
雨
庵
俳
句

母
の
味
心
の
ま
ま
に
大
根
煮
る
　
　
　
　
　（
名
田
み
や
女
）

川
波
の
静
か
に
月
の
薬
王
寺
　
　
　
　
　
　（
勝
瑞
屋
高
春
）

●
投
稿
川
柳

に
ら
み
利
く
ハ
マ
の
番
長
日
本
一
　
　
　
　（
三
間
精
司
）

覚えておきたい中国語の単語集

● 朋
ペンヨウ
友

● 谢
シェシェ
谢

● 不
ブー クー チー
客气

● 多
ドゥオシャオ

少

● 很
ヘン ハオ

好

（友達）

（ありがとう）

（どういたしまして）

（いくら、いくつ）

（とても良い）

世界の言語
-World Languages-

このコーナーでは、毎月、世界の様々な
言語を紹介していきます。

今回のテーマ。

「日常会話編②（中国語）」

▶意味：すみません、トイレはどこですか？
● 请

チンウェン
问， 厕

トイレ ザイ ナーリー
所在哪里？

▶意味：手伝いましょうか？
● 我

ウォー ケイ イー バンマン マ
可以帮忙吗？

▶意味：これはいくらですか？
● 这

ヂャー ドゥオ シャオ チェン
多 少 钱 ？

▶意味：あなたの名前は何ですか？
● 你

ニージャオ シェン ミンツ
叫什么名字？

？
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前回の答え「アメリカネナシカズラ」、17通の応募がありました。
ご応募いただきありがとうございました。

今月の納税
●国民健康保険税：第4期分
●納付期限：12月2日（月）

人口と世帯（令和6年10月31日現在）

●人口　：5,735人     （-14）
●世帯数：3,047世帯  （-6）

QRコードから
応募できます。

12/23（月）
締切▶郵送での応募

〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村 18-1
美波町政策推進課「広報 12月号」係
▶メールでの応募
seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp
件名：「広報 12月号係」まで

●応募方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クイズの答え、住所、氏名、アンケートをご記入のうえ、下記
の方法でご応募ください。政策推進課もしくは由岐支所にご持
参いただいても結構です。正解者の中から抽選で記念品をお送
りいたします。当選者の発表は、記念品の発送をもって代えさ
せていただきます。

監修：管理栄養士

みなみ

減塩レシピ 今月のレシピ
牛肉と大根の甘辛煮

▶調理のポイント：トマトケチャップが減塩に一役買います。

大根は1cm厚さの半月切りにして耐熱容器に入れ、ラップをふんわりとかけて電子レ
ンジ（600W)で7分加熱する。
人参は5mm厚さの半月切りに、長ねぎは5mm幅の斜め切りにする。
鍋に油を中火で熱し、牛肉を色が変わるまでいためる。②を加えていため、Aを加え
混ぜる。
弱めの中火で７～8分煮て、①を加えて汁けがなくなるまで煮る。
器に盛り、小ねぎを散らす。

①

②
③

④

⑤

（調理方法）

塩分１人あたり約1.3g

（材料2人分）※分量のｇは目安です。
・牛肉 …………… 150g
・大根 …………… 1/4本（250g）
・人参 …………… 1/3本（60g）
・長ねぎ ………… 1/2本（50g）
・サラダ油 ……‥ 大さじ1/2
・小ねぎの小口切り …… 適量

だし …… 150ml
酒、みりん ……… 各大さじ1
しょうゆ、トマトケチャップ
　　　　 ……… 各小さじ2

砂糖 …… 大さじ１/2

・A

●アンケート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1）今月号でよかった内容や写真を教えてください。
2）�取り上げて欲しい内容や企画があればお聞かせください。
3）�広報に関するご意見・ご感想・町内で活躍されている

方などありましたらお聞かせください。

社協だより
●預託　　
▶金一封　高原壽夫（赤松）

　御母堂　芳江様の香典返しとして

Qにぎやかそクイズ ＆ アンケート●問題
　鋭い歯と長い体が特徴のウツボ。迫力ある見た目とは
裏腹に、美味しく栄養豊富な魚として親しまれています。
　ウツボは湿った状態であれば、
陸上でも30分ほど生きられるそ
うです。その理由は〇〇呼吸が
できるからです。〇〇に入る言葉
は何でしょうか？ 
 ※答えは誌面に記載しています。


